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「エネファーム typeS」 余剰電力買取サービスの開始について 

 

 中部ガス株式会社（愛知県豊橋市、代表取締役社長：鳥居 裕、以下「当社」）は、家庭用燃

料電池「エネファームtypeS(以下、エネファーム)」 で発電した電力のうち、ご家庭で使われ

ず余剰となった電力を買取り、買い取った電力量に応じサーラカード※ポイントに交換するサ

ービス（以下、本サービス）を開始いたします。 

 

本サービスの適用により、エネファームによる光熱費削減効果に加え、余剰電力の売電によ

るサーラカードポイントの付与を通じて、さらに経済性を高めることができます。また当社が

買い取った電気は、当社子会社でサーラグループの小売電気事業者であるサーラeエナジー株

式会社（愛知県豊橋市、代表取締役社長：松橋 正行）を通じて、「サーラの電気」として地域

のお客さまへご提供させていただきます。 

 

本サービスは2019年 6月 1日から申し込み受付を開始し、順次適用してまいります。 

 

当社は、総合エネルギーや生活関連サービスでお客さまの暮らしをサポートするサーラグル

ープの一員として、地域のお客さまの多様なニーズに的確にお応えすることで、より信頼され

必要とされる企業を目指してまいります。 

 

 

※サーラカードとは、三菱ＵＦＪニコス株式会社が発行するサーラグループの提携クレジットカ

ードです。ガス料金のお支払いをはじめ、様々なシーンでポイントがたまり、5,000ポイント

たまるごとに5,000円分のギフトカードが、面倒なお手続きなしで自動交換されます。 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

中部ガス株式会社 経営管理部 総務グループ 

住所：愛知県豊橋市駅前大通1丁目55番地 

サーラタワー 

電話：０５３２－５１－１２２０  担当：森 

以上 
 



●余剰電力買取サービスの概要イメージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

●サービス摘要条件等 

・ 本サービスは、当社の都市ガスとサーラeエナジーの「サーラの電気」をご利用いだい

ているお客さまを対象とさせていただきます。 

・ 本サービス提供の対象機種は、アイシン精機製「エネファームtypeS」（型式：FOCS07B1NJ、

FOCS07B1N、FCCS07B2NJ、FCCS07B2N） となります。 

・ 本サービスは、太陽光発電設備を併設していないお客さまを対象とさせていただきます。

・ 余剰電力の買取単価は、毎月変動し、以下の通り算定させていただきます。 

15.0＋単価調整額（円相当／kWh） 

※本サービスでは算定された買い取り単価を１円＝１ポイントで換算し、サーラカード

ポイントとして付与いたします。 

以上 


